
 N e w s  役場からのお知らせ

◆健全化を判断する比率（単位：％）
平
成
30
年
度
　
松
前
町
財
政
健
全
化
指
標

町
の
財
政
は
健
全
で
す

　

平
成
30
年
度
の
健
全
化
判
断
比
率
と

資
金
不
足
比
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、
自
治
体

の
財
政
状
況
は
健
全
で
す
。

【
解
説
】　

松
前
町
は
国
の
定
め
た
基
準

よ
り
も
比
率
が
低
く
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー

ド
に
当
た
る
早
期
健
全
化
団
体
（
公
営

企
業
に
つ
い
て
は
経
営
健
全
化
団
体
）

と
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
に
当
た
る
財
政
再
生

団
体
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　　

こ
の
よ
う
に
健
全
な
町
の
財
政
で
す

が
、
こ
の
状
態
が
将
来
に
わ
た
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
も
財
政
運
営
に
厳
し
い
姿
勢

で
臨
み
、
健
全
財
政
の
維
持
に
取
り
組

み
ま
す
。

問
財
政
課
財
政
係☎

９
８
５
―
４
１
０
１

※  実質収支と連結実質収支が黒字のため、実質赤字比率 
　と連結実質赤字比率はありません。

区　分 資金不足比率 経営健全化率

水道事業会計 －
20.00

公共下水道事業
特別会計 －

◆資金不足の比率（単位：％）

※  資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額が、事 
　業の規模に対してどの程度あるか示しています。上記事
　業は、事業の規模に対する資金不足額が無いため、資金
　不足比率はありません。

指　標 松前町
早期健全化
（国の基準）

イエローカード

財政再生
（国の基準）
レッドカード

備　考

実 質 赤 字 比 率
（一般会計に対する赤字の割合） － 14.16 20.0

連結実質赤字比率
（全会計に占める赤字（または資金の

不足額）の割合）
－ 19.16 30.0

実質公債費比率
（収入に占める借金返済額の割合） 9.0 25.0 35.0 前年度 9.1

将 来 負 担 比 率
（将来にわたる実質的な負債の割合） 79.1 350.0 前年度 78.5

FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

国
民
年
金
保
険
料

離
職
に
よ
る
特
例
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

離
職
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
納
付
が

免
除
さ
れ
る
「
特
例
免
除
制
度
」
が
利

用
で
き
ま
す
。

　

免
除
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の
も
の

を
持
参
し
て
、
年
金
事
務
所
か
町
民
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
持
参
物
】

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
か
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票

②
年
金
手
帳

③
本
人
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書

※
学
生
は
こ
の
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
学
生
納
付
特
例
制
度
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

※
世
帯
主
や
配
偶
者
が
い
る
人
は
、
世

帯
主
や
配
偶
者
が
所
得
要
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
２
５
―
５
１
０
５

　

町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

　

12
月
10
日
任
期
満
了
に
伴
う
松
前
町

長
選
挙
を
行
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
を
選
ぶ
大
切
な

選
挙
で
す
。
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
細
は
、
広
報
ま
さ
き
11
月
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
投
票
日　

11
月
24
日（
日
）

【
立
候
補
予
定
の
皆
さ
ん
へ
】

　

事
前
説
明
会
を
行
い
ま
す
。立
候
補
予

定
の
人
は
、必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10
月
25
日（
金
）　

10
時
～

▼
場
所　

役
場
３
階
大
会
議
室

　

立
候
補
予
定
者
１
人
に
つ
き
、
説
明

会
参
加
者
は
２
人
以
内
と
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
２

私
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
を
選
ぶ

松
前
町
長
選
挙
を
行
い
ま
す
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 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

▼ 加入資格　町に住民登録のある人か、　　
　加入者の被扶養者で町外在住の人

▼掛け金　大人 700 円　中学生以下 300 円

▼共済期間　加入日の翌日～令和２年３月31日㊋

▼募集期限　令和２年３月30日㊊

▼申し込み方法　申込用紙を町民課の窓口に提出し、掛け
　金をお支払いください。
問町民課コミュニティ係　☎ 985-4228

交通災害共済に入りませんか

　（一財）自治総合センターの宝くじ受託事業収入を財
源としたコミュニティ助成事業で、北川原集会所に空調
設備が整備されました。

問町民課コミュニティ係　
　☎ 985-4228

コミュニティ助成で集会所を快適に

随時加入
受け付け中

▼
日
時　

12
月
８
日（
日
）　

９
時
～

　

小
雨
決
行（
予
備
日
12
月
15
日
）

▼
集
合
場
所　

　

松
前
町
国
体
記
念
ホ
ッ
ケ
ー
公
園

▼
コ
ー
ス　

　

松
前
町
国
体
記
念
ホ
ッ
ケ
ー
公
園
周
辺

▼
種
別　

①【
新
設
】フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ス（
約
１
㎞
）

・
キ
ッ
ズ
の
部（
小
学
生
男
女
３
年
生

以
下
）

②
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス（
約
２
㎞
）

・
小
学
生
男
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

・
小
学
生
女
子
の
部（
４
年
生
以
上
）

・
中
学
生
女
子
の
部

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
部

③
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス

（
約
３
㎞
）　

・
中
学
生
男
子

④
挑
戦
コ
ー
ス（
約
５
㎞
）　

・
高
校
生
以
上
の
男
女

▼
参
加
資
格　

町
内
に
在
住
し
て
い
る
か

し
て
い
た
人
、
在
勤
、
在
学
し
て
い
る

健
康
な
人

▼
申
し
込
み
方
法　

社
会
教
育
課
、
松

前
公
園
、文
化
セ
ン
タ
ー
、
東
・
西
公
民

館
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、各
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り　

11
月
15
日（
金
）

問
社
会
教
育
課
社
会
体
育
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
８

第
44
回
ま
さ
き
文
化
祭
を
開
催
し
ま
す

芸
術
の
秋　
松
前
の
文
化
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か

▼
日
時

　

10
月
26
日（
土
）10
時
～
16
時

　

10
月
27
日（
日
）10
時
～
15
時
30
分

▼
場
所　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
　

・
芸
能
発
表
、お
茶
席
な

ど（
広
域
学
習
ホ
ー
ル
）

・
作
品
展
示
会（
文
化
セ

ン
タ
ー
２
階
・
３
階
）

・【
26
日
の
み
】

　

福
祉
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ア

（
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・【
27
日
の
み
】

　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

（
役
場
庁
舎
前
駐
車
場
）

※
雨
天
時
は
、
松
前
公
園
体
育
館

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

（64 歳以下の国保加入者の接種のこと）
問保険課医療保険係　 　   ☎ 985―4107

（65 歳以上の接種のこと）
問健康課保健センター係　☎ 985―4118

▲

助成対象者　申請時、世帯主に町税と国保税の滞納がない
　世帯に属し、町税を滞納していない人（右記◎は除く）▲

助成額　　1 人　1,000 円（1,000 円未満のときは実費）▲

助成回数　年度内 1 人 1 回▲

申請期限　3 月 31 日㊋▲

申請方法　窓口に申請書を提出▲

申請に必要な物　①領収書（予防接種名、接種者の氏名、病院名、
　接種日、料金、領収日  が明記してあるもの）　②保険証　③認め印（朱

　肉を使うもの）　④世帯主と接種者のマイナンバーが分かるもの
　⑤身分証明書　⑥世帯主名義の口座が分かるもの▲

申請窓口　保険課医療保険係

〈64歳以下の国民健康保険加入者〉

　接種後、抵抗力がつくまで 2 週間程度かかるといわれ
ていますので、12 月中旬までに受けることをおすすめし
ます。次に該当する人には、接種費用を助成します。

▲

助成対象者　町に住民登録のある人　▲

助成方法　県内の協力医療機関に予約して接種し、
　個人負担のみ支払い。▲

個人負担　1,000 円　（生活保護などの支援給付を受

　けている人は個人負担金は不要。事前に福祉課で必要書

　類をもらってから接種に行ってください）

▲

助成回数　下記期間内　1 人 1 回▲

助成期間　10 月 15 日㊋ ～ 12 月 31 日㊋▲

接種時に必要な物　保険証など住所、氏名、年齢
　が確認できるもの（◎に該当する 60 ～ 64 歳の人
　は、身体障がい者手帳または医師の診断書）

〈65歳以上の人〉
◎ 60 ～ 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に障がい（身体障がい者手
帳１級相当）がある人を含む。

インフルエンザ予防接種
を受けよう

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
研
修
会

前
向
き
に
老
い
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
も
ら
お
う

　「
老
い
」
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
も

の
で
す
が
、
そ
ん
な
将
来
を
考
え
て
不

安
に
な
る
の
は
も
う
終
わ
り
。
前
向
き

に
な
れ
る
考
え
方
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

11
月
19
日（
火
）

　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　
文
化
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い
展
示
室

▼
定
員　

１
８
０
人

▼
受
講
料　

無
料

▼
講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
メ
イ
ア
イ
ヘ
ル

プ
ユ
ー
理
事　

鳥
海
房
枝
さ
ん

▼
申
し
込
み
方
法　

電
話
申
し
込
み

▼
締
め
切
り　

10
月
21
日（
月
）

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　
健
康
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
０
５

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

松
前
町
ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料
（
税
）
の
特
別
徴
収

10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料（
税
）を
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で
納
め
て
い
る

人
は
、
10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
今
ま
で
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座

振
替
）で
納
め
て
い
た
人
の
う
ち
、
10
月

か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
る
人
が
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
６
～
７
月
に

通
知
書
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
特
別
徴
収
は
翌
年
度
以

降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
、
令
和
２
年
度

４
・
６
・
８
月
に
納
め
る
額
は
、
元
年
度

２
月
に
納
め
る
額
と
同
額
で
す
。

　

た
だ
し
町
県
民
税
の
徴
収
額
に
つ
い

て
は
、
公
的
年
金
に
係
る
元
年
度
税
額

の
６
分
の
１
相
当
額
と
な
り
ま
す
。

問
税
務
課
町
民
税
係
（
町
県
民
税
・
国

保
税
）　　

 　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

元年度 ２年度

支
  払
月

4 6 8 10 12 2 4 6 8

徴
収
区
分

特別徴収
（仮徴収）

または
普通徴収

特別徴収
（本徴収）
元年度税

（保険料）額－
徴収済額

特別徴収
（仮徴収）

元年度 2 月に納
める額と同額

※町県民税は
公的年金に係
る元年度税額
の 1/6 相当額

　

保
険
課
保
険
料
係
（
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）　　

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

▼
相
談
員　

行
政
相
談
委
員　

鶴
家
澄

成
さ
ん
、
石
丸
幸
子
さ
ん

【 

定
例
の
行
政
相
談
所
（
月
１
回
）】

　

ま
さ
き
お
役
立
ち
カ
レ
ン
ダ
ー
で
、

日
程
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
広
報
情
報
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
２

　

行
政
へ
の
苦
情
や
要
望
な
ど
を
中
立

的
に
解
決
に
当
た
る
の
が
行
政
相
談
で

す
。
相
談
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

【 

特
別
行
政
相
談
所
（
今
回
の
み
）】

▼
日
時　

10
月
７
日
（
月
）
10
時
～
15
時

▼
場
所　

東
公
民
館

10
月
７
日
か
ら
13
日
ま
で
の
行
政
相
談
週
間
に
合
わ
せ

特
別
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
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 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

令和 2年度 4月入所（園）

保育所・認定こども園（保育所部分）
入所（園）児童を募集します

◉受付期間
10月1日㊋～31日㊍

8 時 30 分～ 17 時15分
（㊏・㊐・㊗は除く）

▼申込要件　保護者が①～⑦のいずれかに該当していること。

　①  働いている場合（休憩を除き月64 時間以上）
　②  妊娠中か出産後間がない場合
　　  （出産予定月とその前後 2 カ月ずつの最長 5 カ月）
　③  病気か心身に障がいがある場合
　④  長期にわたり、病気や心身に障がいがある親族を常に介護して
　　いる場合
　⑤  震災、風水害、火災などの災害の復旧に当たっている場合
　⑥   保護者が求職活動（起業の準備含む）を継続的に行っている場合
　⑦  保護者が就学（職業訓練校などの訓練含む）している場合　など

▼申し込み方法
　家庭状況等により、提出書類が異なります。窓口で聞き取り後、必
要書類をお渡ししますので、期間内に全てそろえて提出してください

（書類は、福祉課、各保育所（園）や認定こども園で配布中）。

▼申込先
　【新規】　第 1 希望の施設で申込先が異なります。
　・町内の認定こども園の場合　利用希望施設か福祉課保育幼稚園係
　・上記以外の場合　　　　　   福祉課保育幼稚園係
　【継続（転園も含む）】
　・町内の各施設の場合　 　　利用中の各施設
　・上記以外の場合　　     　　福祉課保育幼稚園係

▼ 入所決定
　3月上旬までに審査結果を郵送します。その後、各施設での面談や利
用契約を終えると利用が決定します。

▼ 保育料（利用者負担額）
　【0 ～ 2歳児クラスの児童】
　・入所児童の父母など、扶養義務者の市町村民税所得割額によっ
　て決定します。
　【3～ 5歳児クラスの児童】
　・保育料は無料ですが、通園送迎費、給食費、行事費や延長保育
　料などは、保護者負担です（ただし、年収 360 万円未満相当世帯の
　全ての子どもとその他の世帯の第 3 子以降の子どもは、副食（おか
　ず、おやつなど）費は免除）。

松前町臨時職員、随時募集中

①保育士  ②保育士（パート）
③保育所補助員（パート）
　勤務場所は町立保育所で、募集人数は①③
5 人程度、②若干名です。個別に面接を行い、
決まり次第締め切ります。詳しくは町ホームペー
ジを確認してください。
問総務課職員係　☎ 985–4113

▼ 入所対象児童と定員   （年齢は令和 2 年 4 月 1日時点）

《町立保育所》
保育所 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

松前ひまわり保育所 150 人 6 カ月～ 7 時～ 18 時
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ～ 19 時 北黒田 984-2511

黒田保育所 60 人 6 カ月～

7 時 15 分～ 18 時 15 分
（7 時 30 分～ 12 時 30 分）

― 北黒田 984-1358

小富士保育所 60 人 6 カ月～ ― 大　溝 984-1161

白鶴保育所※ 1 60 人 1 歳児～ ― 上高柳 984-1088
問福祉課保育幼稚園係　☎ 985-4116

《私立保育園》
保育所 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

岡田保育園 50 人 6 カ月～ 7 時 15 分～ 18 時 15 分
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ― 西高柳 984-2730

大事なお知らせ

◉保育の利用希望者が増えているため、受け入れ可能人数を超え

る申し込みが予想されます。申し込みをしても入所（園）できな
い場合がある ことをご了承ください。

◉ 5 月以降の園児募集は、毎月 2 カ月前の月末が締め切りです。審

査結果は、利用開始希望月の前月中旬ごろに郵送します。

《私立認定こども園（保育所部分）》
保育所 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

エンゼル幼稚園 70 人 6 カ月～ 7 時～ 18 時 
（7 時～ 12 時 30 分） ～ 19 時 西古泉 984-6411

コモドまさき園 39 人 4 カ月～ 7 時～ 18 時
（7 時～ 18 時） ～ 19 時 西古泉 985-1343

青葉幼稚園※ 2 75 人 6 カ月～ 7 時 30 分～ 18 時 30 分
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ― 徳　丸 984-1361

※ 1　1 歳児以上の利用は、基本的に幼児食に移行している子どもが対象です。
※ 2　令和２年 4 月に開園予定のため、内容が変更になることがあります。
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10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

　
「
浄
化
槽
の
日
」
は
、
浄
化
槽
の
設
置

や
管
理
方
法
な
ど
を
定
め
た
浄
化
槽
法

が
、
昭
和
60
年
10
月
１
日
に
全
面
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を

　

合
併
浄
化
槽
は
、
町
の
水
環
境
保
全

の
た
め
に
重
要
な
施
設
で
す
。
微
生
物

が
汚
水
中
の
有
機
物
を
分
解
す
る
働
き

を
利
用
し
て
、
台
所
や
ト
イ
レ
な
ど
か

ら
出
る
汚
水
を
き
れ
い
に
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
販
売
し
て
い
る
合
併
浄
化
槽
の

性
能
は
、
単
独
浄
化
槽
に
比
べ
格
段
に

よ
く
な
っ
て
お
り
、
下
水
処
理
場
の
二

次
処
理
と
同
程
度
の
処
理
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
わ
な

い
と
、
汚
れ
た
水
が
流
れ
出
し
ま
す
。

　

浄
化
槽
設
置
者
は
、
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
①
保
守
点
検
②
清
掃
③

法
定
検
査
を
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
公
益
社
団
法
人
愛
媛
県
浄
化
槽
協
会

☎
９
２
５
―
２
６
６
１

▼
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

　

町
は
、
下
水
道
事
業
認
可
区
域
外
の

地
域
で
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
と
き

に
、工
事
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課
業
務
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
６

　

10
月
は
、｢

環
境
に
や
さ
し
い
買
い

物
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間｣

で
す
。
あ
な

た
の
ち
ょ
っ
と
し
た
行
動
が
、
ご
み
の

減
量
化
な
ど
地
球
環
境
の
改
善
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
次
の
点
に
配
慮
し
な
が

ら
、
環
境
に
や
さ
し
い
買
い
物
を
は
じ

め
て
み
ま
せ
ん
か
。

▲

環
境
に
や
さ
し
い
買
い
物
の
例

・
レ
ジ
袋
を
断
り
、
マ
イ
バ
ッ
グ
（
買

い
物
袋
）
を
使
う

・
必
要
な
物
を
必
要
な
だ
け
買
う

・
地
元
産
や
旬
の
も
の
を
選
ぶ

・
包
装
は
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
を

選
ぶ

・
古
紙
使
用
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

な
ど
、
再
生
品
を
選
ぶ

・
容
器
が
再
使
用
で
き
る
も
の
を
選
ぶ

・
長
く
使
え
る
も
の
を
選
ぶ

・
家
電
な
ど
は
省
資
源
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
も
の
を
選
ぶ

・
エ
コ
マ
ー
ク
や
グ
リ
ー
ン
ラ
ベ
ル
な
ど
、

環
境
ラ
ベ
ル
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７　

 役場からのお知らせ N e w s

愛
媛
県
獣
医
師
会
実
施
　
町
で
申
請
受
け
付
け

野
良
猫
（
地
域
猫
）
の
避
妊
手
術
を
支
援
し
ま
す

　

愛
媛
県
獣
医
師
会
で
は
、
殺
処
分
さ
れ

る
野
良
猫
を
減
ら
す
た
め
、
避
妊
手
術
を

無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請
の
受
け
付

け
は
役
場
で
行
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
猫　

生
後
６
カ
月
以
上
の
雌
の

野
良
猫（
地
域
猫
）

▼
実
施
頭
数　

県
内
で
約
１
４
０
頭

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
し
、
支
援

決
定
者
に
は
11
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
結

果
を
送
付
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　

認
め
印（
朱
肉
を

使
う
も
の
）を
持
参
し
、
町
民
課
生
活

環
境
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間　

　

10
月
１
日（
火
）
～
31
日（
木
）

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

　

愛
媛
県
獣
医
師
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
５
３
６
７

まさきの  ecology  生活

環
境
に
や
さ
し
い
買
い
物
を
し
ま
し
ょ
う

　さい。募集要領などはホームページからダウ
　ンロードできます。
◉締め切り　11 月 29 日㊎
◉申込先・問い合わせ
　〒 791―3192
　松前町大字筒井 631 番地
　松前町役場　町民課生活環境係　
　☎ 985-4117　ＦＡＸ984-8951
　　142seikatsu@town.masaki.ehime.jp

令和 2年度松前町ごみカレンダー

ごみカレンダーに
広告を載せませんか

切手が62円から63円に
粗大ごみの申し込み時に注意

　ごみカレンダーに付いている申し込みはが
きで粗大ごみの収集を申し込む場合には、63
円分の切手を貼る必要があります。
　10 月からの消費税増税に伴い郵便はがきの
郵送料が 63 円となりました。申し込みはがき
には、｢62 円分の切手を貼ってください｣ と記
載されていますが、63 円分の切手を貼るよう
お願いします。
　10 月以降、粗大ごみの収集を郵送はがきで
申し込むときは注意してく
ださい。

問町民課生活環境係
　☎ 985-4117

（6）食医の話①

口と全身の健康のお話
歯の

おはなし

伊予歯科医師会監修

　皆さんは、食医という言葉を聞いたことがあり

ますか。食医とは、健康の維持増進のために食の

管理をする医師のことで、古来より上医とされてき

ました。子どもたちの健全な発育にとっても、食育

は欠かせません。実は、食医の立ち位置に最も近

い所にいるのが、口の健康管理を預かる歯科医師

なのです。

　患者さんがどんな食生活をしているのかは、口

を見ればおおよその想像がつきます。唾液の状

態、歯ぐき、舌や口腔粘膜の状態から察しがつく

のです。糖質・脂質の摂取過多が疑われたら、す

ぐにアドバイスをします。特に、唾液は血液から作

られるので、ねとねとしていれば、糖や脂肪の取り

過ぎを疑います。高齢者の場合は脱水を考慮しな

ければならないこともあります。

　こうした、生活の基本的背景の改善を抜きにして、

いかに口腔ケアを徹底しても、歯周炎を治めるには

限界がありますし、糖過多や口の渇きによって、多発

する歯ぐきの炎症や虫歯は抑えることができません。

　訪問現場では、脳卒中などで食材をそしゃくした

り、飲み込んだりすることが難しくなった要介護者の

支援をします。口のリハビリをしっかり行い、機能を

支えるとともに、食形態を食べやすい性状のものに

変更したりします。こうして、口から食べるための支援

を行うのも歯科医師の大きな使命なのです。

歯を大切に

◉発行部数　１万６千部予定（北伊予・岡田校
　区 8,500 部、松前校区 7,500 部）
◉配布方法　各区長を通じて各戸配布と役場、
　東・西・北公民館で窓口配布
◉掲載場所　カレンダー１月につき下段に１枠
　（広告の掲載枠数は１枠単位。一つの申し込
　みで 12 枠まで掲載できます）
◉広告サイズ　縦 30 ミリ×横 80 ミリ（最大）
◉広告掲載料　１枠２万円
◉申し込み方法　募集要領と松前町広告事業
　実施規程を確認の上、申込書に広告原案を
　添えて、郵送、ＦＡＸかメールで提出してくだ

FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹
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